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地
域
を
知
る
あ
な
た
の
声
が

求
め
ら
れ
て
ま
す
！

移
住
・
定
住
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
募
集

「空き家活用相談会」を 開催！

※予約いただいた方を優先します。

「高島市空き家活用促進協議会」事務局
　　（企画調整課）　 （25）8114

　市内への若者の移住を進めるため、空き家の所
有者がその活用を気軽に相談できる場として、空
き家活用相談会を開催します。空き家を所有して
いる皆さん、ぜひ相談会をご利用ください。

　
市
の
定
住
相
談
窓
口
に
は
年
間
80
件

を
超
え
る
「
高
島
市
に
移
り
住
み
た
い
」

と
の
ご
相
談
が
あ
り
ま
す
。
相
談
に
来

ら
れ
る
方
か
ら
、
高
島
市
の
暮
ら
し
ぶ

り
や
地
域
と
の
関
係
づ
く
り
、
住
ま
い

や
仕
事
に
つ
い
て
地
域
の
生
の
声
を

求
め
ら
れ
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
市
の
定
住
相
談
員
と
連
携
し

て
、
集
落
・
自
治
会
や
地
域
（
小
学
校

区
程
度
の
範
囲
）
で
移
住
・
定
住
を
希

望
さ
れ
る
都
市
住
民
等
に
地
域
の
情

報
を
伝
え
た
り
、
定
住
に
関
す
る
相

談
に
乗
っ
て
い
た
だ
け
る
「
移
住
・
定

住
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
（
案
内
人
・
相

談
役
）」
を
募
集
し
ま
す
。

　
ま
た
、
移
住
・
定
住
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

は
無
理
で
も
、
地
域
活
性
化
の
た
め
に

移
住
さ
れ
る
方
な
ど
を
招
き
入
れ
、
良

い
関
係
を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
関
心
を

お
持
ち
の
方
は
、
新
た
な
市
民
と
一
緒

に
進
め
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
勉
強

し
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時　
７
月
25
日
（
金
）

　
　
　
　
　
19
時
30
分
～
21
時

▼
場
所　
新
旭
公
民
館

▼
内
容　
移
住
さ
れ
た
方
と
の
地
域
づ
く

　
　
　
　
り
の
実
践

▼
申
込
締
切　
７
月
22
日
（
火
）
17
時

▼
申
込
方
法　
電
話
、
フ
ァッ
ク
ス
、
メ
ー
ル

企
画
調
整
課

　（
２
５
）
８
１
１
４

　（
２
５
）
８
１
０
１

　 kikaku@
city.takashim

a.lg.jp

　
移
住
・
定
住
を
進
め
る
勉
強
会
に
ご
参

加
（
原
則
３
回
中
２
回
以
上
）
い
た
だ
い

た
方
の
中
か
ら
希
望
さ
れ
る
方
を
市
で
登

録
し
、
移
住
等
の
相
談
が
あ
っ
た
と
き
に

ご
活
躍
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
無
報
酬
）

移
住
・
定
住
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

＆ 

勉
強
会 

参
加
者

７月 19 日（土）10 時～ 12 時日 時

マキノ会場　マキノ土に学ぶ里研修センター
朽 木 会 場　朽木公民館（やまびこ館）
新 旭 会 場　藁園静里会館
安曇川会場　安曇川公民館（安曇川ふれあいセンター）

場 所

若者定住促進
プロジェクト

　　　で　　
らそう！
　　　で　　　　　で　　
らそう！らそう！らそう！らそう！
　　　で　　　　　で　　高島

空き家所有者の皆さんへ

移
住
・
定
住
を
進
め
る
勉
強
会

　空き家を貸し出そうとする空き家所有者が行うリ

フォーム工事に対して補助し、定住希望者のため

の住宅を確保します！
▼対象
　・借り手が決まっている空き家

　・市内業者が請け負う１００万円以上の

　　リフォーム工事
　※その他条件はお問い合わせください。

▼補助額
　・空き家を借りる方が 40 歳未満

　　　対象経費の１／４を補助（限度額 50 万円）

　・空き家を借りる方が 40 歳以上

　　　対象経費の１／８を補助（限度額 25 万円）

※地域通貨アイカで５年分割均等払いで支払います。

空き家リフォーム補助をご活用
ください！

田舎暮らしがしたくて定
住相談員に相談していた
ら、空き家を見つけるこ
とができました。

定住希望者 空き家所有者

♪
♪

これまで維持管理が大変
だった空き家を若い家族が
借りてくれて、楽になった
し、地域に活気も出て喜ば
れています。

♪

♪

問
高
島
市
少
年
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
（
３
２
）
３
８
２
８

お
は
よ
う
！

　
近
年
、
青
少
年
を
と
り
ま
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
少
年
犯
罪
、
い
じ
め
、

児
童
虐
待
や
子
ど
も
が
被
害
と
な
る
事
件
が
毎
日
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
。
青
少
年
の
非
行･

被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
家
庭
や
学
校
、
地
域
な
ど
社
会

全
体
で
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

　
夏
休
み
に
入
る
と
子
ど
も
た
ち
の

生
活
が
不
規
則
に
な
り
ま
す
。
夜
更

か
し
や
、
深
夜
徘
徊
な
ど
の
行
動
が

非
行
へ
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。
夜

間
遅
く
の
外
出
の
禁
止
や
、
早
め
の

帰
宅
を
促
し
、
ま
た
、
朝
の
あ
い
さ

つ
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
積
極
的

な
声
か
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
近
ご
ろ
の
子
ど
も
た
ち
は
、
学
校

生
活
以
外
の
時
間
を
塾
や
稽
古
事
な

ど
に
忙
し
く
過
ご
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
家
に
帰
れ
ば
携
帯
電
話
や
パ
ソ

コ
ン
、
ゲ
ー
ム
な
ど
に
時
間
を
費
や

し
、
外
で
遊
ぶ
こ
と
が
少
な
く
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
地
域
の
子

ど
も
た
ち
の
様
子
が
把
握
し
に
く
く

な
っ
て
い
ま
す
。
登
下
校
の
時
間
帯

に
門
先
に
出
て
声
か
け
し
た
り
、
夏

休
み
の
ラ
ジ
オ
体
操
な
ど
に
積
極
的

に
参
加
し
た
り
し
て
地
域
の
子
ど
も

と
か
か
わ
り
、
青
少
年
の
非
行
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。

７
月
は

青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
強
化
月
間　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
、
出
会
い

系
サ
イ
ト
や
わ
い
せ
つ
画
像
、
脱
法

ド
ラ
ッ
ク
な
ど
薬
物
情
報
を
掲
載
し

て
い
る
サ
イ
ト
な
ど
危
険
が
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
）
を
利
用

す
る
場
合
、
家
庭
で
の
ル
ー
ル
づ
く

り
や
適
切
な
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
設
定

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

○
地
域
の
子
ど
も
を
知
ろ
う
！

 

○
青
少
年
に
声
か
け
を
！

○
ネ
ッ
ト
に
潜
む
有
害
情
報
か
ら

　
子
ど
も
を
守
ろ
う
！

ひとりで悩まずに相談してください
イライラしたり、落ち込んだりすることがあれば

少年センターの青少年相談
　（おおむね中学生から 20 才）

あすくる高島
（おおむね中学生から 20 才）

子ども・若者総合相談窓口
（20 才から 30 才代）

○生活や就労の悩み
ひきこもりがち、外出できな
い、人と話すのが苦手、将来
のことが不安、働きたいけれ
ど一歩が踏み出せないなど

☎（３２）３８２４（相談専用電話番号）

●相談日と時間　月曜から金曜日　９時～ 17 時

（下記相談　共通の電話番号）

○学校生活での悩み
○家庭生活での悩み
○学校に在籍していない、仕

事に就いていない青少年の
仕事や就学についての相談

○目的や希望に応じた個別支
援（生活改善、自分探し支
援、就学支援、就労支援、
家庭支援）

※事前予約により、時間外や土日祝日の相談にも応じます。
※相談は無料です。秘密は厳守します。

お知らせ拡大版
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★たかしま市民まつりについては、８月号でお知らせする予定です。

●場所　健康の森梅ノ子運動公園特設会場●内容　園児創作みこし、ステージ発表、　　　　参加型ゲーム、模擬店など

●場所　高島市民会館駐車場、今津中浜湖岸

●内容　高島音頭総おどり、模擬店、湖上灯ろう、

　　　　ステージイベント、花火大会など

●場所　マキノサニービーチ高木浜

●内容　ライブステージ、ビンゴ大会、

　　　　ふるさとバザール、花火大会など

●場所　アイリッシュパーク周辺特設会場●内容　ステージイベント、各種模擬店、　　　　参加型イベントなど

あど川夏まつり実行委員会（安曇川支所内）　 （32）1131

近江今津ふるさと夏まつり実行委員会

　（今津支所内）　 （22）2551

四季遊園マキノ交流促進協議会

　 （28）8002

２０１４たかしま夏まつり実行委員会　（高島支所内）　 （36）1121

７月 26 日㊏　17 時～ 21 時 30 分

８月１日 ㊎　16 時～ 21 時 30 分

８月２日㊏　15 時～ 21 時

８月２日㊏　16 時（予定）～ 21 時

２０１４あど川夏まつり宴ＪＯＹあどがわ マキノサマーカーニバル

２０１４

近江今津ふるさと夏まつり
やっさ！今津 !!　２０１４ ２０１４たかしま夏まつり

梅村　頼子さん
（安曇川）

人権擁護委員一覧

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
日
頃
か
ら
地
域
の
中
で
皆
さ
ん
の

相
談
を
受
け
、
問
題
解
決
の
お
手
伝
い
等
、
人
権
の
擁
護

に
努
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
島
市
で
は
14
人
の
方
が
法
務

大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
安
曇
川
地
域
の
奥
谷
喜
美
子
さ
ん
が
６
月

末
で
退
任
さ
れ
、
７
月
か
ら
梅
村
頼
子
さ
ん
に
ご
就
任
い

た
だ
き
ま
す
。
奥
谷
さ
ん
に
は
９
年
間
に
わ
た
り
、
地
域

の
人
権
を
守
る
た
め
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
ん
に
ち
は
！　
人
権
擁
護
委
員
で
す

梅
村
さ
ん
が
新
た
に
就
任

氏　　　名 住　　　所 電　話
中川　泰夫 マキノ町知内 （２７）００２３
志連　栄子 マキノ町新保 （２７）０５７６
稲葉　隆一 今津町藺生 （２２）０６３７
奈良　羊子 今津町住吉 （２２）３３７０

洲崎　富士夫 今津町浜分 （２２）３３５９
石田　八重子 朽木市場 （３８）２４２０
酒井　高康 朽木大野 （３８）２１３０
梅村　頼子 安曇川町四津川 （３４）００４６
川越　清司 安曇川町下小川 （３２）１０９１
德村　明美 安曇川町下古賀 （３３）０５１６
白井　洋子 宮野 （３６）０７２７
三矢　艶子 永田 （３６）１０６０
日花　滋子 新旭町藁園 （２５）２５２７

三田村　治夫 新旭町饗庭 （２５）２２４６

　
人
権
施
策
課
　（
２
５
）
８
５
２
４

子育て世帯臨時特例給付金臨時福祉給付金

福祉給付金推進室
　（社会福祉課内）
　 （25）8009

▼給付金の目的
　消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和す
るため、暫定的・臨時的な措置として給付金を支給します。

▼対象者（基準日　平成 26 年１月１日）
　次の①と②の両方に該当する方。
　①高島市の住民基本台帳に登録されている方。
　②平成 26 年度の住民税（均等割）が課税され

ていない方。
　　ただし、以下の方は除きます。
　　・平成 26 年度の住民税（均等割）が課税さ

れている方の扶養親族など
　　・生活保護制度内で対応される被保護者など
▼給付額
　　給付対象者１人につき１万円
　ただし、給付対象者で以下のいずれかに該当す
る方は、１人につき５千円の加算があります。
○老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等
　の受給者など
○児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
　
なお、子育て世帯臨時特例給付金と重複して受給
することはできません。

▼対象者（基準日　平成 26 年１月１日）
　次の①と②の両方に該当する方。
　①平成 26 年１月分の児童手当・特例給付を受

給している方。
　②平成 25 年の所得が児童手当の所得制限限度

額に満たない方。　
※ 基準日時点で、中学生である児童は申請・

給付時に中学校を修了している場合であっ
ても、対象児童に含みます。

※平成 26 年１月１日に生まれた児童につい
ては、平成 26 年２月分の児童手当・特例
給付を受ける方を含みます。

   
　ただし、以下の方は除きます。
　・臨時福祉給付金の対象となる児童
　・生活保護制度の被保護者となっている児童
▼給付額
　　対象児童１人につき１万円

（公務員の方へ）
 「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書類等が所属庁
から既に配布されていることと思います。平成 26 年
１月１日現在、高島市に住民登録をされていた方は、
７月 16 日（水）以降に、市役所本庁（福祉給付金推
進室）、各支所または保健センターへ提出してください。

　７月中旬に「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」のお知らせを
支給対象者となる可能性がある世帯に送付します。
　お知らせが手元に届きましたら内容を確認の上、必要事項を記入して　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　までに提出してください。平成 27 年１月 16 日（金）

申請書に必要事項を記入し、裏面に下記の書類を添付してください。
（子育て世帯臨時特例給付金については添付書類の省略の場合もあります。）
　①本人確認書類
　　写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し
　　（上記のものがない場合は、健康保険証等の写し）
　②振込口座の確認できるもの
　　金融機関名、口座番号、口座名義人（フリガナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し

申請の方法は、郵送による申請（返信用封筒）と市役所本庁（福祉給付金推進室）、
各支所または保健センターに提出してください。

申請書の内容を審査し、支給要件を満たしていれば、指定された
受取口座に入金

給付金を装った振り込め
詐欺にご注意ください！

市や厚生労働省などが給付金支給手続
きのために、振り込みやＡＴＭの操作を
お願いすることは絶対にありません。

１．申請書が届く

２．申請書を記入する

３．申請書を提出する

４．給付金を受給

「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」
についてお知らせします！

手
続
き
の
流
れ

お知らせ拡大版
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※網掛け部分が、今回から繰り上げになった投票所です

■投票時間が繰り上げられる投票所
　【午前７時～午後７時】

　
投
票
所
と
開
票
所
の
距
離
が
離
れ
て
い
る
山
間
地
域
な
ど
は
投
票
時
間
が
１
時

間
繰
り
上
げ
ら
れ
午
後
７
時
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
今
回
、
新
た
に
７
つ
の
投
票
所
が
繰
り
上
げ
さ
れ
ま
す
。

７
月
13
日
は
、
滋
賀
県
知
事
選
挙
の
投
票
日
で
す

７
月
13
日
（
日
）
に
滋
賀
県
知
事
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
の
意
思
を
県
政
に
反
映
さ
せ
る
大
切
な
選
挙
で
す
。

大
切
な
一
票
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

期
日
前
投
票
を

　
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
平
成
６
年
７
月
14
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
で
、
平
成
26
年
３
月
25
日
以
前
に

高
島
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
、
引
き
続
き
３
か
月
以
上
住
所
が
あ

り
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る

方
で
す
。

　
投
票
日
（
７
月
13
日
）
に
、
仕
事
や

旅
行
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
理
由
で
投
票

所
へ
行
け
な
い
方
は
、
期
日
前
投
票
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
月　

 

日 

㊎ 

～　

 

月　

 
日 
㊏

　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

　
　
月　

 

日 

㊏ 

～　

 

月　

 

日 

㊏

　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

６７
５

７７
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市
役
所
本
庁

各
支
所

支
所
で
期
日
前
投
票
で
き
る
期

間
は
、
投
票
日
８
日
前
か
ら
で

す
。（
今
回
か
ら
変
更
）

期
日
前
投
票
の
期
間

投
票
時
間
の
繰
り
上
げ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

地　域 投票所

マ
キ
ノ

野口 草の根ハウス野口集会所
在原 在原草の根ハウス
山中 山中生活改善センター
下 下区民会館
浦 地福庵
小荒路・上分 小荒路多目的集会施設

今　
津

角川 角川生活改善センター
椋川 ＥＣＣ学園高等学校
天増川・杉山 天増川自治会交流施設
保坂・途中谷・杉山 保坂区草の根ハウス

朽　
木

雲洞谷・能家 朽木雲洞谷集会所
中牧・小入谷・生杉・
古屋 朽木西小学校　

木地山 朽木木地山集会所
平良・桑原・小川 朽木平良集会所
村井・大野 朽木大野集会所
栃生 朽木栃生農事集会所

投
票
で
き
る
方

高
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　（
２
５
）
８
０
０
０

告
示
日　
　
月 　
日
木

投
票
日　
　
月 　
日
日

投
票
時
間　
午
前
７
時
～
午
後
８
時

（一部
の
投
票
所
で
は
午
後
７
時
ま
で
と
な
り
ま
す
）

午後

郵便投票、点字投票、
代理投票などの方法
があります。詳しく
は選挙管理委員会に
お尋ねください。

６７
2613

お知らせ拡大版

　選挙管理委員会では、投票への
参加と明るくきれいな選挙の推進
をテーマにしたポスター・標語・
四コマ漫画を募集しています。

明るい選挙推進啓発
ポスター・標語
・四コマ漫画

≪応募要領≫
ポスターの部

▽応募資格　市内の小学校・中学
校・高等学校・特別支援学校の児
童または生徒で１人１点に限りま
す。
▽規格　画用紙の四ツ切、八ツ切、
もしくはそれに準じる大きさで、
描画材料は自由です。
▽応募方法　作品の裏面の右下に
市町名、学校名、学年、氏名（ふ
りがな）を明記のうえ、事務局へ
提出してください。

標語の部
▽応募資格　市内在住で年齢は問
いません。１人何点でも応募でき
ます。
▽応募方法　はがきに、標語、住
所、氏名（ふりがな）、年齢を明
記のうえ、事務局へ提出してくだ
さい。

四コマ漫画の部
▽応募資格　市内在住で年齢は問
いません。１人１点に限ります。
▽規格　Ａ４サイズの大きさで、
カラー・白黒は問いません。
▽応募方法　作品の裏面右下に住
所、氏名（ふりがな）、年齢を明
記のうえ、事務局へ提出してくだ
さい。

▼応募期限　９月 12 日（金）
▼提出先　高島市選挙管理委員会
　　　　　事務局（市役所２階）
▼賞　入賞作品には賞状および副賞
▼その他
・入賞作品は、お返ししません。
・作品は自作、未発表のものに限
ります。
・入賞作品の版権は主催者側に属
し、選挙啓発に利用します。
・入賞作品については、県の審査
にも出展します。

募 集 !!

　新しい被保険者証は、７月中に簡
易書留郵便でお送りします。
　８月１日は、年に一度の被保険者

８月１日から有効の
新しい被保険者証を７月にお送りします

折りたたんでご使用ください

うすみどり色
になります。

証の更新日です。更新に伴い、現在、
後期高齢者医療制度に加入しておら
れる方全員の被保険者証が新しくな
ります。
　８月１日以降は、今お持ちの被保
険者証は使えません。
　（有効期限をお確かめください。）

後期高齢者医療制度のお知らせ

○応募要件
▼対象　
　市内に在住または市内に通勤・通学される方
▼写真
　平成 25 年４月１日以降に高島市内で撮影し
た未発表オリジナル作品
▼応募数　おひとり２点まで
▼応募方法
　市ホームページ「市勢要覧で使用する写真を
募集します！」から、専用フォームにより、イ
ンターネットでご応募ください。
★採用された写真の著作権は撮影者に帰属しま
すが、市勢要覧に関する市の使用に許諾いただ
きます。
★詳しくは、ホームページに掲載の「募集要項」
を必ずご覧ください。
★写真の選定は市にご一任いただきます。
★写真掲載者のほか、応募者先着 50 人に市勢
要覧を進呈します。（11 月初旬を予定）

　この募集は、協働提案
事業により、ＮＰＯ法人
e ネットびわ湖高島の協
力を得て行っています。

特集ページに掲載するほか、本文中でも使用
する場合があります。

○採用枚数　16 枚程度

○募集のテーマ
『未来に遺

のこ
したい・たかしま風景』

秘書広報課　 （25）8000
ＮＰＯ法人ｅネットびわ湖高島　 050（3635）9231

市勢要覧で使う写真を募集します！
協働提案事業「インターネット活用による地域活性化事業」

　この募集は、協働提案

保険年金課　 （25）8137
　滋賀県後期高齢者医療広域連合　 077（522）3013

13 2014. ７月号

　
平
成
26
年
３
月
26
日
以
降
に
滋
賀
県

内
で
住
所
を
移
さ
れ
た
方
は
、
前
住
所

地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ

ば
、
前
住
所
地
で
投
票
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
滋
賀
県
内
で

　
　
住
所
を
移
さ
れ
た
方

　市制 10 周年を迎えるにあたり、現在作成中の『高島市市
勢要覧』で使用する写真の一部を、市民の方から募集します！
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今
年
度
か
ら
、
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ
と

保
険
税
の
軽
減
措
置
の
対
象
が
拡
大

　
税
制
改
正
に
よ
り
、
今
年
度
か
ら
次
の
と
お
り
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ
と

保
険
税
軽
減
措
置
の
対
象
が
拡
大
し
ま
す
。

項　　目 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割額 5.3％ 1.5％ 1.4％
資産割額 20.0％ 7.0％ 7.0％
均等割額 23,800 円 6,800 円 9,000 円

平等割額

特定世帯および
特定継続世帯
以外の世帯

19,400 円 5,600 円 5,200 円

特定世帯 9,700 円 2,800 円 -
特定継続世帯 14,550 円 4,200 円 -

課税限度額 51 万円 14 万円→ 16 万円 12 万円→ 14万円
対象となる方 0 歳以上 75 歳未満 40 歳以上

65 歳未満

　世帯主ならびにその世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者につき算定
した総所得金額等が、それぞれ次の計算式による額以下の世帯（７割軽減について
は変更ありません。）
○均等割額と平等割額が５割軽減される世帯
≪改正後≫
　基礎控除額（33 万円）＋ 24. ５万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

○均等割額と平等割額が 2 割軽減される世帯
≪改正後≫
　基礎控除額（33 万円）＋ 45 万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の
世帯に属する方をいいます。

　総所得金額等については、専従者給与計算方法が異なりますので、お問い合わせいただくか
ホームページをご覧ください。

（改正前）35 万円

（改正前）世帯主を除く被保険者数

▼国民健康保険税の税率（課税限度額の引き上げ　太線部）

▼軽減措置（５割軽減・２割軽減）の対象拡大

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

　
倒
産
・
解
雇
な
ど
で
離
職
さ
れ
た
方
（
特
定
受
給
資
格
者
）
や
、
雇
止
め

な
ど
に
よ
り
離
職
さ
れ
た
方
（
特
定
理
由
離
職
者
）
に
つ
い
て
は
、
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。○特定受給資格者

コード 離　　職　　理　　由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め（雇用期間３年以上雇止め通知あり）
22 雇止め（雇用期間３年未満更新明示あり）
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

○特定理由離職者
コード 離　　職　　理　　由
23 期間満了（雇用期間３年未満更新明示なし）
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間 12 か月未満）

▼
対
象
者

　
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離

職
し
た
65
歳
未
満（
離
職
日
現
在
）

の
方
で
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
の
離
職
理
由
コ
ー
ド
が
下
表
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
軽
減
内
容

　
対
象
者
の
前
年
の
給
与
所
得
を

１
０
０
分
の
30
と
見
な
し
て
国
民

健
康
保
険
税
を
算
定
し
ま
す
。

▼
軽
減
期
間

　
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で

※
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受

け
る
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
間
は
、
再
就
職
さ
れ
て
も
軽

減
は
続
き
ま
す
が
、
他
の
健
康

保
険
に
加
入
す
る
な
ど
国
民
健

康
保
険
を
脱
退
す
る
と
終
了
し

ま
す
。

▼
手
続
き

　
「
国
民
健
康
保
険
税　
特
例
対

象
被
保
険
者
等
申
告
書
」
に
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し
を
添

税
務
課
　（
２
５
）８
１
１
６ 

非
自
発
的
理
由（
倒
産
・
解
雇
な
ど
）で
離
職
さ
れ
た
方
へ
の

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
制
度え

て
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

国民健康保険
高齢受給者証・限度額適用認定証などの更新時期です
高齢受給者証

限度額適用認定証

高額療養費
自己負担限度額を超えた
医療費を支給します

限度額適用・標準負担額減額認定証

　認定証をお持ちの方には、更新のご案内を郵送します。
保険年金課または各支所で手続きしてください。
☆この「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」は、医療機関の窓口で提示すると、窓口負
担が自己負担限度額までとなります。現在お持ちでな
い方も、入院等で支払いが高額になる場合は、保険年金
課または各支所で申請してください。
○持ち物
　・国保の被保険者証
　・印鑑
　・認定証（現在お持ちの方）
　・過去 12 か月で 90 日以上入院されている方は、  
　　そのことがわかる領収書
　・委任状（同一世帯でない方が申請される場合）

　医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合は、自己負担
限度額を超えた金額を支給します。保険がきかない差額ベッド代、
入院時の食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外です。

（１）上位所得者…同一世帯のすべての国保被保険者の年間基準
所得の合計が６００万円を超える世帯の方

（２）住民税非課税…同一世帯の世帯主およびすべての国保被保
険者が住民税非課税の世帯の方

（３）過去 12 か月間に同じ世帯で４回以上高額療養費の支給を
受けた場合、４回目以降の限度額が適用されます。

※過去 12 か月間に４回以上高額療養費の支給を受けた場
合、４回目以降は 44,400 円が、自己負担限度額となります。

　同じ月内に同じ医療機関等に支払った医療費が対象です。
ただし、同じ世帯で同じ月内に２１，０００円以上の一部負
担金を２回以上支払い、その合算額が自己負担限度額を超え
た場合は申請していただくとその超えた額を支給します。

（同じ医療機関でも、外来と入院、医科と歯科は別計算）

　同じ月内に支払った自己負担額が限度額を超えた場
合対象となります。

高額療養費の申請は、保険年金課または各支
所の窓口でお問い合わせください。
○持ち物
　医療機関の領収書、印鑑、　　
　国保の被保険者証
　振込を希望される金融機関の通帳
　委任状（同一世帯でない方が申請される場合）

▽ 70歳未満の方　《自己負担限度額（月額）》

▽ 70歳以上の方　《自己負担限度額（月額）》

　高齢受給者証は、70 歳の誕生月の
翌月（１日生まれの方は誕生月）から
75 歳の誕生日の前日まで交付されるも
ので、医療機関での負担割合を記載した
証です。病院や薬局などでは、被保険
者証と高齢受給者証の２枚をご提示
ください。

新しい受給者証が届いたら書かれている
内容をご確認ください。

８月１日から有効の
　新しい高齢受給者証を
　　７月中旬頃に送ります

現在交付の認定証の有効期限は７月末までです
更新手続きをお願いします

※古い受給者証は、保険年金課または各支所に
お返しいただくか、ご自宅で裁断などして廃棄
してください。

自己負担限度額 ４回目以降の限度額
（３）

上位所得者
（１）

150,000 ＋Ａ
Ａ =（総医療費－ 500,000 円）
　　×１％

83,400 円

一　般
80,100 円＋Ｂ

Ｂ =（総医療費－ 267,000 円）
　　×１％

44,400 円

住民税非課税
（２） 35,400 円 24,600 円

外来＋入院
（世帯単位）外来

（個人単位）

現役並み
所得者 44,400 円

80,100 円＋ A
A=（総医療費－ 267,000
円）× 1%

（44,400 円）※
一　般 12,000 円 44,400 円

住民税
非課税

Ⅱ
8,000 円

24,600 円
Ⅰ 15,000 円

保険年金課　 （25）8137  

お知らせ拡大版
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家庭の重要な
ことは男性が
決定すべきだ

男性役割
プレッシャー

男性は弱音を
吐いてはなら
ない

災害があった
ら地域を守る
のは男性

心の休まる
ところが
ない

子どもと一緒にすご
したいのに育児休暇
が取れない

男性ばかりが責任を負っていませんか？

いつも頑張っている
のに、これ以上どう
したらいいんだ

家は男性が
守るもの

会長や代表は
男性がするもの

主に稼ぐのは
男性

　
男
女
共
同
参
画
と
聞
く
と
多
く
の
方

が
、「
そ
れ
は
女
性
の
た
め
の
も
の
」

と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
男
性

に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
で
す
。

　
例
え
ば
、
こ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ
ん

か
？

・
育
児
休
暇
を
取
り
た
く
て
も
「
奥
さ

ん
が
い
る
の
に
何
で
君
が
？
」
と
言
わ

れ
た

・「
男
は
弱
音
を
吐
く
べ
き
で
な
い
」

と
の
思
い
か
ら
、
悩
み
事
を
相
談
で
き

ず
に
い
た

　
「
男
性
だ
か
ら
」
と
い
う
意
識
が
、

あ
な
た
に
と
っ
て
も
、
社
会
全
体
に

市
民
協
働
課

　（
２
５
）
８
５
２
６

　

 

に
と
っ
て
の

　
男
女
共
同
参
画

に
と
っ
て
の

に
と
っ
て
の

男
女
共
同
参
画

男
女
共
同
参
画

男

と
っ
て
も
重
荷
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
長
い
歴
史
の
中
で
作
ら
れ
た
「
女
の

役
割
、男
の
役
割
」を
幼
い
頃
か
ら「
女

ら
し
さ
・
男
ら
し
さ
」
と
し
て
身
に
つ

け
ら
れ
、
性
別
に
よ
っ
て
役
割
を
分
担

す
る
の
が
当
然
と
す
る
意
識
を
固
定
的

性
別
役
割
分
担
意
識
と
い
い
ま
す
。

　
自
殺
者
の
内
訳
を
み
る
と
働
き
盛
り

の
男
性
が
多
く
、
そ
の
自
殺
の
原
因
は

経
済
的
問
題
や
生
活
に
関
す
る
問
題
か

ら
悩
み
が
生
じ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
自
殺
に
至
る
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
一

概
に
言
え
ま
せ
ん
が
、「
家
族
を
養
わ

な
い
と
い
け
な
い
」「
弱
音
を
吐
い
て

い
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
固
定
的
な
意

識
が
、
働
き
方
で
悩
む
男
性
を
追
い
込

ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
男
性
も
女
性
も
一
緒
に
責
任
を
分
か

ち
合
う
こ
と
で
負
担
や
悩
み
を
共
有

し
、「
男
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
固
定
的

性
別
役
割
分
担
意
識
を
変
え
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
男
性
に
と
っ
て
も
よ
り
暮

ら
し
や
す
い
男
女
共
同
参
画
社
会
を
築

い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。

　
暑
い
夏
を
、
知
恵
と
工
夫
で
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
！

　
今
年
の
夏
の
電
力
需
給
も
、
厳
し
い
状
況
と
予
想
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
多
い
夏
場
は
、
工
夫
次
第
で
省
エ
ネ
効

果
が
大
き
い
季
節
で
す
。
特
に
７
月
１
日
（
火
）
か
ら
９
月

30
日
（
火
）
ま
で
の
平
日
９
時
か
ら
20
時
ま
で
（
た
だ
し

８
月
13
日
～
15
日
を
除
く
）
は
熱
中
症
な
ど
に
気
を
付
け
て
、

無
理
の
な
い
範
囲
で
節
電
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
節
電
例
（
関
西
電
力
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）

　
《
冷
蔵
庫
の
省
エ
ネ
方
法
》

　
① 

壁
か
ら
離
し
て
設
置
を

　
② 

設
定
温
度
を
「
強
」
か
ら
「
中
」
に

　
③ 

庫
内
に
も
の
を
詰
め
込
み
す
ぎ
な
い

　
④ 

ド
ア
の
開
閉
は
少
な
め
に

　
⑤ 

熱
い
も
の
は
冷
ま
し
て
か
ら
入
れ
る

　
⑥ 

ド
ア
パ
ッ
キ
ン
の
傷
み
に
注
意

●
こ
の
ほ
か
に
も
ご
家
庭
に
お
け
る
節
電
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま

す
。
関
西
電
力
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（http://w
w

w
.kepco.co.jp/hom

e/shouene)

環
境
政
策
課
　（
２
５
）
８
１
２
３

夏
の
省
エ
ネ
・
節
電
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
ス
ト
レ
ス
と
は
「
刺
激
に
対
す
る
心

身
の
反
応
」
で
す
。
た
と
え
ば
、「
苦

手
な
人
を
前
に
す
る
と
、
何
と
な
く
お

腹
が
痛
く
な
っ
て
く
る
」
と
い
う
よ
う

な
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　
こ
の
場

合
、『
苦
手
な
人
』
と
い
う
気
持
ち
が

自
分
に
と
っ
て
の『
刺
激
』に
な
り
、『
お

腹
が
痛
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
』
と
い

う
の
が
『
心
身
の
反
応
』
で
す
。

　
こ
こ
ろ
の
健
康
の
維
持
・
増
進
に
は
、
自
分
が
受
け
て
い
る
ス
ト
レ

ス
を
正
確
に
理
解
し
、
柔
軟
に
受
け
止
め
て
、
上
手
に
解
消
す
る
と
い

う
、
ス
ト
レ
ス
へ
の
対
応
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま

す
。
自
分
な
り
の
対
処
方
法
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

今
日
か
ら
で
き
る
！

ス
ト
レ
ス
と
そ
の
対
処
方
法
を
知
ろ
う

○高島保健所　　☎（２２）２４１９
○県立精神保健福祉センター　  ☎０７７（５６７）５０１０
○高島市役所　マキノ保健センター
　　　　　　　今津保健センター
　　　　　　　新旭保健センター
　　　　　　　安曇川保健センター
　　　　　　　高島保健センター
　　　　　　　朽木保健センター　　　　
　　　　　　　健康推進課　　　
　　　　　　　障がい福祉課　　

☎（２７）１９１０
☎（２２）５１０１
☎（２５）８１１０
☎（３２）４４１３
☎（３６）８００８
☎（３８）３１１１
☎（２５）８０７８
☎（２５）８５１６

こころやからだの不調の相談

○滋賀いのちの電話　☎０７７（５５３）７３８７
　　金～日　10 時～ 22 時
○こころの電話相談　☎０７７（５６７）５５６０　
　　月～金　10 時～ 12 時、13 時～ 21 時
         （土・日・祝日・年末年始を除く）
○高島こころのつえ相談室　☎０１２０（８７４）７５６
　　水・木　13 時～ 17 時

こころの悩みの相談

あなたは決して
　一人ではありません

相談内容の秘密は厳守します。

最近２週間のあなた
の状態で、当ては

まる項目をチェック
してください。

ストレスチェック表

　２つ以上の項目がほぼ毎日続いてい

る場合、あなたは大きなストレスを抱

えているかもしれません。周囲の人や

専門機関に早めに相談しましょう。

（出典）厚生労働省「うつ対策推進方策マニュアル」

□ 毎日の生活に充実感がない

□ 楽しんできたことが楽しめない

□ 楽にできていたことがおっくう

　 になった

□ 自分が役に立つ人間だと思えない

□ わけもなく疲れた感じがする

こころの悩みに困ったときの相談窓口

　

い
い
出
来
事
と
思
え
る
も
の
で
も

『
刺
激
』
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

ス
ト
レ
ス
を
引
き
起
こ
す
『
刺
激
』

ス
ト
レ
ス
を
柔
軟
に
受
け
止
め
よ
う

ス
ト
レ
ス
と
は

人
間
関
係
、死
別
や
離
別
、仕
事
関
係
、

周
り
の
環
境
（
騒
音
や
悪
臭
）、
事
故
、

火
災
や
天
災
、
結
婚
、
妊
娠
、
出
産
、

環
境
の
変
化
、
長
年
の
夢
の
達
成
な
ど

◎
自
分
な
り
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
方
法
を
身

に
つ
け
る
（
寝
る
前
の
入
浴
・
音
楽
を

聴
く
・
散
歩
を
す
る
）

◎
趣
味
や
旅
行
な
ど
で
気
分
転
換
を
す
る

◎
休
息
・
睡
眠
を
十
分
に
と
る

◎
自
分
を
ほ
め
る

◎
深
呼
吸
を
す
る　
な
ど

例

例

　
ス
ト
レ
ス
の
感
じ
や
す
さ
は
個
人
差

が
あ
り
ま
す
。
大
切
な
の
は
、「
自
分

が
ど
の
よ
う
な
『
刺
激
』
に
反
応
し
や

す
い
の
か
を
知
り
、
対
処
方
法
を
見
つ

け
る
こ
と
」
で
す
。
ス
ト
レ
ス
に
ひ
た

す
ら
耐
え
、
我
慢
強
く
い
る
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
こ
こ
ろ
の
声
を

聞
き
、
つ
ら
い
と
き
は
つ
ら
い
、
し
ん

ど
い
と
き
は
し
ん
ど
い
と
、
正
直
に
言

葉
に
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け

で
ス
ト
レ
ス
が
軽
減
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
言
葉
に
出
す
こ
と
は
恥
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
対
処
方
法
が
あ
る

か
を
知
り
、
自
分
に
あ
っ
た
も
の
を
見

つ
け
ま
し
ょ
う
。

《
実
践
：
ス
ト
レ
ス
対
処
法
》

①
ま
ず
、
ス
ト
レ
ス
の
原
因
を
突
き
止

め
る
。　
②
原
因
が
わ
か
っ
た
ら
、
そ

障
が
い
福
祉
課　

（
２
５
）
８
５
１
６

　

健
康
推
進
課　

（
２
５
）
８
０
７
８

の
問
題
を
解
決
す
る
方
法
を
い
く
つ
か

考
え
る
。　
③
実
行
し
や
す
い
解
決
方

法
を
選
び
、
実
行
し
て
み
る
。　
④
そ

の
結
果
、
う
ま
く
言
っ
た
ら
そ
の
方
法

を
続
け
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
も
う

一
度
考
え
直
し
て
別
の
方
法
で
行
う
。

暴
飲
暴
食
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
な
ど
。

収
入
を
超
え
る
衝
動
的
な
買
い

物
。
大
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
。

これらの方法
はダメ！


